
酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、酒々井町（以下「町」という。）がインターネット上に公開している町ホ

ームページ（以下「ホームページ」という。）への有料広告掲載に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（広告の種類及び範囲）

第２条 ホームページに掲載することができる広告（以下「広告」という。）は、バナー広告

（ウェブページに掲載する画像等で、クリックすることにより他のウェブサイトへリンクする

ことが可能であるものによる広告をいう。以下「バナー」という。）とし、広告及びそのリン

ク先のウェブサイトが次の各号のいずれにも該当しないものとする。

（１） 公共性を損なうおそれのあるもの

（２） 法令に違反し、又は抵触のおそれのあるもの

（３） 政治又は宗教活動に関するもの

（４） 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

（５） 公序良俗に反するもの

（６） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に

基づく風俗営業に関するもの

（７） 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

（８） 広告又はリンク先のウェブサイトにアクセスすることにより、ウィルス感染やなりす

ましページへの誘導などセキュリティリスクにさらされるもの

（９） 前各号に掲げるもののほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるも

の

（広告掲載の位置）

第３条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページを含む町が指定したページとす

る。

２ 同一の者が同一ページ内に掲載できる広告は 1枠までとする。

（バナーの規格等）

第４条 バナーの規格は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める規格とす

る。

（１） 天地 ８０ピクセル

（２） 左右 １７０ピクセル

（３） ２５キロバイト以下の画像（ＪＰＥＧ形式、ＰＮＧ形式、アニメーション形式を除く

ＧＩＦ形式）又はテキスト（タグ及びスタイル等は指定できないものとする。）

（広告の掲載料）

第５条 広告掲載料は、月額５,０００円とする。



（広告掲載の期間）

第６条 広告を掲載する期間は、毎月１日から末日までの１月単位とし、１月に満たない場合は

１月とし、連続する掲載期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの間において最大１２

月とする。

２ 広告の掲載は、掲載開始日の午前中までに行うものとする。ただし、掲載開始日が次の各号

のいずれかに該当する場合は、その日以後の次の各号のいずれにも該当しない日のうち最も近

い日を掲載開始日とする。

（１） 日曜日及び土曜日

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３） １２月２９日から３１日、１月２日及び３日

（広告掲載の募集、申込み及び決定）

第７条 広告掲載の募集は、随時ホームページより行う。

２ ホームページに広告を掲載しようとするもの（以下「申込者」という。）は、掲載開始日の

平日７日前（以下「申込締切日」という。）までに、第４条に規定する規格により作成した広

告案を添えて酒々井町ホームページ有料広告掲載申込書（別記第１号様式）を町長に提出しな

ければならない。

３ 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、総務課で審査し、ホームページへの広告

掲載の可否を決定するものとする。

４ 町長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定した場合は、広告掲載を可と決定したとき

は酒々井町ホームページ有料広告掲載決定通知書（別記第２号様式）により、広告掲載を否と

決定したときは酒々井町ホームページ有料広告不掲載決定通知書（別記第３号様式）により、

広告掲載申込締切日の翌日から平日１４日以内に申込者に通知するものとする。

５ 広告掲載を可と決定し前項に基づく通知をしたにもかかわらず、次条の規定により町長が指

定する期日までに広告掲載料を納付しない場合は、町長は、当該決定を取り消すものとし、

酒々井町ホームページ有料広告掲載決定取消通知書（別記第４号様式）により、申込者に通知

するものとする。

（広告掲載料の納入）

第８条 広告掲載を可とする通知を受理した申込者（以下「広告主」という。）は、広告掲載期

間の広告掲載料の全額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

（広告掲載の取下げ）

第９条 広告主は、ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。

２ 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、酒々井町ホームページ有料広告

掲載取下げ申出書（別記第５号様式）を町長に提出しなければならない。

３ 第１項の規定により広告掲載を取り下げる場合は、既納の広告掲載料は、還付しないものと

する。

（広告掲載料の還付）

第１０条 広告を掲載する期間において、町の責めに帰する理由によりホームページが連続し３

日を超えて閉鎖されたときは、超えた日数分について日割り計算し、広告掲載料を還付するも



のとする。日割り計算をするに当たっては、１月を３０日として算出し、１日当たりの金額に

１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

２ 前項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

（広告原稿の作成及び提出）

第１１条 広告原稿は、第４条に規定する規格により広告主の負担で作成し、町が指定する期日

までに電子データを提出しなければならない。

（広告主の責務）

第１２条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

２ 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関

る権利の全てについて処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。

３ 広告主は、第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の

責任及び負担において解決しなければならない。

（広告内容等の変更）

第１３条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページの内容等が各種法令に違

反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの要綱に違反していると判断したときは、広告主に

対して広告の内容等の変更を求めることができる。

（広告掲載の停止）

第１４条 町長は、前条の規定により変更を求める場合において、町長が変更を確認するまでの

間、当該広告の掲載を停止することができるものとし、停止したときは、酒々井町ホームペー

ジ有料広告掲載停止通知書（別記第６号様式）により、広告主に通知するものとする。

２ 前項の規定により広告の掲載を停止した場合は、停止期間中の広告掲載料は広告主に還付し

ないものとする。

（広告掲載の削除）

第１５条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を削除できるものとし、

削除したときは、酒々井町ホームページ有料広告掲載削除通知書（別記第７号様式）により、

広告主に通知するものとする。

（１） 第１３条の規定により広告内容の変更を求められたにもかかわらず、その変更を広告

主が行わないとき。

（２） 前号に掲げるもののほか、町長がホームページに掲載することが不適当と認めたと

き。

２ 前項の規定により広告の掲載を削除した場合は、納付済みの広告掲載料は広告主に還付しな

いものとする。

附 則

この告示は、令和７年９月１９日から施行する。ただし、施行日前までに掲載を開始した広告

については、なお従前の例による。



別 記

第１号様式（第７条関係）

酒々井町ホームページ有料広告掲載申込書

年 月 日

（あて先）酒々井町長

酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱を承認した上で、同要綱第７条の規定により、次

のとおり申し込みます。

法人・団体名

主たる事務所

の所在地

従たる事務所

の所在地(町内)

代表者 印

業種及び業務内容

担当者氏名

電話番号

メールアドレス

掲載希望期間（掲載期間は１か月を単位とし年度内１２か月を限度とします）

年 月 日から か月

バナー広告でリンクするＵＲＬ

備考



第２号様式（第７条関係）

年 月 日

様

酒々井町長 印

酒々井町ホームページ有料広告掲載決定通知書

年 月 日付で申込みのあった酒々井町ホームページの広告掲載について次のとお

り決定いたしましたので通知します。

記

１ 広告掲載期間 年 月 日から 年 月 日まで

２ 広告掲載料 円

３ 納入方法 年 月 日までに同封の納入通知書によりお支払い

ください。

４ 広告原稿 町が指定する期日までに電子データにより酒々井町総務課に提出して

ください。

５ その他

（１） 上記の広告掲載期間以後も広告掲載を希望するときは、酒々井町ホームページ

有料広告掲載申込書にて申込みをしてください。

（２） 指定された期日までに広告掲載料が支払われないときは、酒々井町ホームページ有

料広告掲載取扱要綱第７条第５項の規定により、広告掲載の決定を取り消します。

（３） 酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱第１５条の規定により、広告掲載の削

除をすることがあります。



第３号様式（第７条関係）

年 月 日

様

酒々井町長 印

酒々井町ホームページ有料広告不掲載決定通知書

年 月 日付で申込みのあった酒々井町ホームページの広告掲載について、次のと

おりに不掲載を決定いたしましたので通知します。

記

不掲載理由



第４号様式（第７条関係）

年 月 日

様

酒々井町長 印

酒々井町ホームページ有料広告掲載決定取消通知書

年 月 日付けで決定した酒々井町ホームページの広告掲載について、次のとおり

掲載の決定を取り消したので通知します。

記

取消理由



第５号様式（第９条関係）

年 月 日

（あて先）酒々井町長

酒々井町ホームページ有料広告掲載取下げ申出書

酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱第９条の規定により、 年 月まで掲載

予定の広告を取り下げます。

法人・団体名

主たる事務所

の所在地

従たる事務所の

所在地(町内)

代表者 印

担当者氏名

電話番号

メールアドレス



第６号様式（第１４条関係）

年 月 日

様

酒々井町長 印

酒々井町ホームページ有料広告掲載停止通知書

年 月 日付け酒々井町ホームページ有料広告掲載決定通知書により掲載している

広告は、酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱第１４条の規定により停止したので通知し

ます。

記

停止理由



第７号様式（第１５条関係）

年 月 日

様

酒々井町長 印

酒々井町ホームページ有料広告掲載削除通知書

年 月 日付け酒々井町ホームページ有料広告掲載決定通知書により掲載している

広告は、酒々井町ホームページ有料広告掲載取扱要綱第１５条の規定により削除したので通知し

ます。

記

削除理由


